
再生可能エネルギーの全量買取制度  ISEPオプション 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○ 固定価格買取制度について、全量買取を基本としつつ、再生可能エネルギーを最大限導入することで、将
来の気候変動やエネルギー供給のリスクを回避し、かつ化石燃料の高騰や核廃棄物処分などで生じる将
来世代の負担を最小限に抑える持続可能なエネルギー供給を目指す制度設計を行うこととしたい。

○買取対象、買取価格、買取期間等の論点については、様々な選択肢があり、組み合わせ方(ケース)も多数
考えられるが、諸外国および日本の豊富な知見を踏まえ、その成功や失敗を謙虚に学びつつ、公共政策と
しての原則と上の目的に照らせば、自ずから選択肢（オプション）は限定されることとなる。

ケース A.買取対象
B.住宅用太陽光
の取り扱い

C.新設・既設 D.買取価格 E.買取期間
買取総額

CO2削減コスト

ISEP

A3:実用されている
「持続可能な自然エ
ネルギー」
・中小水力(1万kW以下

の持続可能な水力)
・近代バイオマス

(効率80%以上の燃焼)
・太陽光発電
・風力発電

・地熱発電

B1　全量買取 C1　新設

D3　段階的低廉型
のコストベース
・種類毎
・条件毎(規模等)
・価格低下の予告

支援期間15年

その後は
回避可能原価

＋
環境価値

短期：大
長期：小

備考
「New　Renewable」を基
本とする

・不公平の悪影響
は甚大

・｢省エネ効果｣は限
定的

既設は既契約
でカバー

・既設RPS契約
を保全する

・プロジェクトIRR
　8%(15年)が基本



全量買取制度は他の負担とのバランスで考えるべき 

(出典)桜井啓一郎氏作成（元データは財務省貿易統計）
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他の電気料金

電促税(0.375円/kW時))
＋再処理引当金(0.35円/kW時)
約200円/月・世帯

燃料費調整制度
約500円/月・世帯(08年)

フィードインタリフ
100 ~500円/月・世帯)

炭素費用　？/月・世帯



全量買取制度の買取価格はステップダウン型を基本とする 
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出典 : BP

太陽光発電の
発電コスト

電気料金
グリッド・パリティ

年



全量買取制度の費用負担は３層構造で考える
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回避可能原価（化石節約代）

普及支援費用
（産業、エネ安保など）

環境価値(CO2含む)
環境価値を得る
人の負担

国民負担
(石油石炭税等)

電力会社＝
ユーザー負担



全量買取制度の負担と便益は長期的な視点で考える 

5 !"

!#

!$

!%

!&

!'

!(

)

(

'

&

'
)
(
)

'
)
(
(

'
)
(
'

'
)
(
&

'
)
(
%

'
)
(
$

'
)
(
#

'
)
(
"

'
)
(
*

'
)
(
+

'
)
'
)

'
)
'
(

'
)
'
'

'
)
'
&

'
)
'
%

'
)
'
$

'
)
'
#

'
)
'
"

'
)
'
*

'
)
'
+

'
)
&
)

'
)
&
(

'
)
&
'

'
)
&
&

'
)
&
%

'
)
&
$

'
)
&
#

'
)
&
"

'
)
&
*

'
)
&
+

'
)
%
)

'
)
%
(

'
)
%
'

'
)
%
&

'
)
%
%

'
)
%
$

'
)
%
#

'
)
%
"

'
)
%
*

'
)
%
+

'
)
$
)

,
-
.
/
0
1
2
3
.
4
5
67
8
1

)9

()9

')9

&)9

%)9

$)9

#)9

")9

*)9

:;<,-23

=>/023

?23@ABCD

EFGAHIJKLM

• 当面の「負担」は、将来への「大きな投資」となる 

仮定条件 
化石：＋１％/年 
自然：ー２％/年 

系統・調整費用

炭素費用



余剰電力はバラツキが大きく、不公平な制度となる 
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•  家庭の規模（数kW）でも「余剰率」は０~90%までバラツキが大きい
•  規模が大きくなると(数十kW~)、ほとんど「余剰」が期待できない
•  マンションのベランダ太陽光も、ほとんど「余剰」が期待できない

「余剰率」は０~90%までバラツキが大きい



初期補助金を廃止すべき８の理由 
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1.  お金の非効率・・・約１割もの税金が手数料で消える（現状でも約40億円
のロス、市場拡大すればさらに大きくなる）

2.  効果の非効率・・・発電量と無関係に一定のお金がもらえる
3.  時間の非効率・・・申請者も国も膨大な事務作業が発生する
4.  お金の制約・・・普及が年１回の予算の範囲内に限定される
5.  時間の制約・・・設置が年１回の補助交付期間に限定される

6.  制度が無用に複雑化・・・全量買取制度を入れた後も、わずか１割の補
助金を残す理由なし

7.  税金の節約・・・国税は膨大な借金（国債償還）に充てるべき
8.  補助金を口実にした押売商法を助長する

初期の補助金なしでも、全量買取費用だけで採算が取れる買
取価格を設定すれば、初期投資は融資で賄える


